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『京田辺市水安全計画』は、より一層安全で良質な水道水を定期的に供給することを目指して、

水源から蛇口に至るまでの過程で想定されるすべての危害を分析し、その管理措置と対応方法をま

とめた計画です。 

水安全計画の位置づけは、基本理念のもとに、水安全計画（水質管理に関する文章及び記録関係）

を位置づけ、さらに水安全計画のもとには支援プログラムを整備しました。 

 

水安全計画の位置付け 

 

 

  

 

  

 

日常的な運転管理の経験を積み上げることで、水道水の安全性を脅かすような危害（顕在的また

は潜在的な各種の危害）が「どの場所で」発生する可能性があるかを抽出しました。

支援プログラム

（施設・設備に関する文書、緊急時対応に関する文章など）

基本理念

安心して飲んでもらえる”安全”な水をみなさまのもとまで届けるため、

水処理工程や水輸送工程で管理体制を強化し、未来にわたって

”信頼されつづける水道”をめざします。

水安全計画

水質管理に関する文章

（水質検査計画等）
記録関係

（運転管理、監視の記録など）

１．水安全計画について 

２．危害分析 
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「2．危害分析」で抽出した危害の発生を未然に防止し、水道水への影響を軽減させるための『管

理措置※1 と監視方法※2』を洗い出し、管理目標値を設定しました。その例は図に示すように、水源

から給水栓に至るまでの水道システムの全体を対象としました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理措置と監視方法 

※1：管理措置 

危害原因事象による危害の発生を防止する、またはそのリスク軽減することを目的とした管理手段を

意味します。例えば、配水池での追加塩素注入などが含まれます。 

※2：監視方法 

管理措置が機能していることを確認するために行うもので、管理措置に応じてさまざまな監視方法が

あります。例えば、配水池での追加塩素注入など「処理」に分類される管理措置では、水質計器など

を用いた測定や手分析などが行われています。 

３．管理措置の設定 
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管理目標の設定（例：残留塩素※1）は下の図に示すように、配水池と給水栓の箇所で監視項目・

管理目標・監視方法を設定しました。 

また、危害を防止するための管理点を、配水池と給水栓に特定しました。 

 

 

 

 
 

管理目標値の設定（例：残留塩素） 

 

 

 

※1：残留塩素濃度
水道法で0.1mg/L以上、水質管理目標設定項目※2で1mg/L以下と設定されています。

※2：水質管理目標設定項目
水質基準とするべき状況ではありませんが、将来にわたり水道水の安全を確保するため、水道事業

者において、水質基準に準じて、その検出状況を把握すべきものとして設定したものです。
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管理目標値を逸脱した場合や、予測できない事故による緊急事態などに備えた対応方法（通常の

運転管理内容、管理目標を逸脱した場合の対応、緊急時の対応方法）の設定を行いました。 

 

対応方法の設定 

 

 

通常の運転管理

管理目標を逸脱

した場合の対応

緊急時の対応

日常的に確認すべき管理地点（取水ポンプ、配水池など）、

管理項目（高感度濁度、紫外線照射量、残留塩素など）、

施設等管理目標・確認事項を整理し整理した内容に基づい

て、通常の運転管理を行うこととしました。

設定した管理目標を逸脱した場合の、異常の認識と判断、

対応措置を決めました。

予測できない事故などによる緊急事態が発生した場合の、

対応方法・手順・連絡体制などは、別途作成しているマニュ

アルに基づくものとし、対応関係を整理しました。

異常の認識と判断

○ 職員による発見
○ 水質計器からの異常
○ 定期水質検査結果からの異常
○ お客様からの苦情・連絡
○ 関係部局、自己の発見・原因者からの情報
○ 耐塩素性病原微生物に対する発見
○ 異常が認められなかった場合

対応措置

○ 配水停止
○ 取水停止
○ 浄水処理（塩素注入）の強化
○ 汚染された施設の洗浄
○ 取水停止を行った場合の処置
○ 関係機関への連絡
○ 配水再開

４．対応方法の設定 
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水道システムが水安全計画に沿って運用されているか PDCA に基づいて確認することにより、計画

の継続的な見直しを行うとともに、必要に応じて改善を図ることで、水道水の信頼性の向上に努め

ていきます。 

 

５．PDCA 


